
（平成２２年１０月２７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 49 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 48 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 22 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 13 件

年金記録確認北海道地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



北海道国民年金 事案 1757 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 57年 10月から 59年３月までの国民年金

保険料（付加保険料を含む。）については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 57年 10月から 61年３月まで 

私は、私の夫に勧められて、自分で国民年金の加入手続をした。 

申立期間の国民年金保険料は、定額保険料に付加保険料を加算し銀行又は

郵便局で納付したはずである。 

申立期間の年金手帳はオレンジ色であったと記憶しており、国民年金保険

料及び付加保険料を納付していたことは間違いないので、申立期間が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51 年７月に国民年金に任意加入した際、併せて付加年金に

加入し、申立期間の直前まで国民年金保険料及び付加保険料を納付しているこ

とが確認できることから、申立人の保険料の納付意識は高かったものと認めら

れる。 

 また、申立期間のうち、昭和 57 年 10 月から 59 年３月までについて、ⅰ)

当該期間は国民年金被保険者期間であり、保険料の納付書が交付されていたこ

とは明らかであること、ⅱ)Ａ市が保管する被保険者名簿により、当該期間の

直前まで定期的に国民年金保険料及び付加保険料を納付していたことが確認

できることから、納付意識が高かった申立人が当該期間の保険料を納付してい

たものと考えても不自然ではない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和59年４月から61年３月までについて、

申立人の被保険者台帳（マイクロフィルム）及びＡ市が保管する被保険者名簿

により、申立人は、59 年４月１日に国民年金被保険者資格を喪失し、61 年４

月１日に同資格を取得していることが確認できることから、当該期間は国民年



金未加入期間であり、申立人は当該期間の保険料を納付できなかったものと推

認できる。    

また、当該期間において、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い

出されたことをうかがわせる形跡は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間のうち、昭和 59年４月から 61年３月までについ

て、国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書

等)が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 57年 10月から 59年３月までの国民年金保険料（付加保険料を含む。）を納

付していたものと認められる。 

 



北海道厚生年金 事案 2815～2853（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の同社における申立期間の標準賞与額に係る記録を＜標準賞与額＞（別添一

覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：   別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年６月 15日 

    社会保険庁（当時）の記録では、Ａ社から支給された申立期間の賞与に係

る標準賞与額の記録が確認できない。同社は、既に年金事務所に訂正の届出

を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は年

金給付に反映されていないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賞与明細一覧表により、申立人は、平成 19年６月 15日に同

社から賞与の支払いを受け、当該賞与に見合う標準賞与額（別添一覧表参照）

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る当該保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  (注) 同一事業主に係る同種の案件 39件（別添一覧表参照） 
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別紙２【厚生年金あっせん一覧表】（北海道）

事案番号 氏   名 基礎年金番号 生年月日 都道府県
納付記録の訂正
が必要な期間

2815 男 昭和30年生 平成19年6月15日

2816 男 昭和41年生 平成19年6月15日

2817 男 昭和13年生 平成19年6月15日

2818 女 昭和31年生 平成19年6月15日

2819 男 昭和43年生 平成19年6月15日

2820 男 昭和16年生 平成19年6月15日

2821 男 昭和52年生 平成19年6月15日

2822 女 昭和49年生 平成19年6月15日

2823 女 昭和14年生 平成19年6月15日

2824 女 昭和28年生 平成19年6月15日

2825 男 昭和16年生 平成19年6月15日

2826 男 昭和39年生 平成19年6月15日

2827 男 昭和52年生 平成19年6月15日

2828 男 昭和29年生 平成19年6月15日

2829 男 昭和18年生 平成19年6月15日

2830 男 昭和22年生 平成19年6月15日

2831 女 昭和28年生 平成19年6月15日

2832 男 昭和18年生 平成19年6月15日

2833 男 昭和25年生 平成19年6月15日

2834 男 昭和24年生 平成19年6月15日

2835 男 昭和24年生 平成19年6月15日

2836 男 昭和22年生 平成19年6月15日

2837 男 昭和22年生 平成19年6月15日

2838 女 昭和28年生 平成19年6月15日

2839 男 昭和17年生 平成19年6月15日

2840 男 昭和27年生 平成19年6月15日

2841 女 昭和23年生 平成19年6月15日

2842 男 昭和18年生 平成19年6月15日

2843 男 昭和24年生 平成19年6月15日

2844 女 昭和20年生 平成19年6月15日

2845 女 昭和32年生 平成19年6月15日

2846 女 昭和23年生 平成19年6月15日

2847 男 昭和53年生 平成19年6月15日

2848 男 昭和27年生 平成19年6月15日

53万円

３万円

11万円

35万円

２万円

標準賞与額

10万円

53万円

３万円

３万円

８万円

１万円

１万円

４万円

８万円

２万円

３万円

16万円

９万円

16万円

２万円

10万円

１万円

２万円

２万円

６万円

７万円

６万円

７万円

２万円

３万円

12万円

１万円

６万円

５万円
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別紙２【厚生年金あっせん一覧表】（北海道）

事案番号 氏   名 基礎年金番号 生年月日 都道府県
納付記録の訂正
が必要な期間

標準賞与額

2849 女 昭和33年生 平成19年6月15日

2850 女 昭和21年生 平成19年6月15日

2851 女 昭和35年生 平成19年6月15日

2852 男 昭和23年生 平成19年6月15日

2853 女 昭和26年生 平成19年6月15日

5,000円

１万5,000円

１万円

２万円

5,000円



北海道厚生年金 事案 2854 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社本店における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、昭和22

年９月１日であると認められることから、同被保険者資格喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 10年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年 10月１日から 22年９月１日まで 

Ａ社Ｂ支店のＣ業務担当として、Ｂ市Ｄ町の現場で継続して勤務していた

が、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。 

しかし、当時、同社同支店で勤務していたのは間違いないので、申立期間

について厚生年金保険の被保険者期間であることを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出のあった申立人の在籍証明書及び申立期間当時の同僚の供述

から判断すると、申立人は、昭和19年３月20日に同社に入社し、申立期間を含

め26年７月９日まで同社に継続して勤務していたものと認められる。 

   また、Ａ社本店に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及び申立

人の厚生年金保険被保険者台帳により、ⅰ）申立人は、昭和21年６月29日に厚

生年金保険の被保険者資格を取得し、同年10月１日に被保険者資格を喪失して

いること、ⅱ）同名簿及び同台帳に「○で囲んだ『郵』」と記載されているこ

とが確認できることから、申立人は申立期間当時、同社本店において団体郵便

年金に加入していたものと認められる。 

   さらに、団体郵便年金の加入者については、厚生年金保険との間で、「団体

郵便年金掛け金の厚生年金保険への移管」、「団体郵便年金加入者に対する厚生

年金保険の適用除外」、及び「いったん適用除外された者が厚生年金保険に適

用されるに至った場合における被保険者期間の通算」という三つの調整措置が

行われていたところ、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険

者名簿により、申立人は、同社同支店において、上記の調整措置により厚生年



金保険の被保険者期間と認めることとする期限である昭和22年９月１日に厚

生年金保険の被保険者資格を再取得していることが確認できる。 

   加えて、日本年金機構Ｅブロック本部Ｅ事務センターは、「申立人の厚生年

金保険被保険者台帳などに記載されている「○で囲んだ『郵』」について、申

立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した昭和21年10月１日から被保険者

資格を再取得した22年９月１日までの期間について、団体郵便年金に加入して

いたことを示している。また、申立人がＡ社Ｂ支店で同年９月１日に厚生年金

保険被保険者資格を再取得していることから、当該期間を厚生年金保険の被保

険者期間と認める調整措置が適用され、申立期間については、厚生年金保険加

入期間であると考えられる。」と回答している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間において、厚生年金保険被保険者であったことが

認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額は、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を

改正する法律（昭和44年法律第78号）附則第３条の規定に準じ、１万円とする

ことが妥当である。 



北海道厚生年金 事案 2855 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険被保

険者資格の取得日に係る記録を昭和 31年６月 17日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を１万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年６月 17日から同年７月１日まで 

 厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間については記録が無

い。申立期間当時、Ａ社本店から同社Ｂ支店に転勤し、同社に継続して勤務

しており、給与から厚生年金保険料が控除されていたはずなので、申立期間

について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管している人事記録、Ａ社健康保険組合が保管している被保険者

名簿及び雇用保険の被保険者記録により、申立人は、同社に継続して勤務し

（同社本店から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、Ａ社では、「申立人は、申立人に係る人事記録から、昭和 31 年６月

16 日に本店からＢ支店への異動を命じられ、同年同月 17 日に本店において

厚生年金保険被保険者の資格を喪失していることから、Ｂ支店における同保

険被保険者資格取得日を同日として届出すべきであるところ、届出書類に記

載した日付を誤った可能性がある。」と回答しているところ、社会保険事務

所（当時）の記録では、申立人の同社本店における資格喪失日は同年同月 17

日となっていることから、異動については、同日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における

昭和 31年７月の社会保険事務所の記録から、１万 8,000円とすることが妥



当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る届出を社会

保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



北海道厚生年金 事案 2856 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録のうち、平成 14 年１月から同

年 12 月までは 32 万円、15 年１月から同年 12 月までは 24 万円、16 年１月か

ら 17年 12月までは 26万円及び 18年１月から同年 12月までは 24万円に訂正

することが必要である。 

 なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年 10月１日から 19年２月 10日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、平成 11 年 10 月１日から 19 年２月 10

日までの期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が 22 万円となってい

るが、当該月額に給与が下がった事実は無い。 

源泉徴収票等があるので標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下｢特例

法｣という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、源泉徴収票、市民税・県

民税特別徴収税額の通知書、給与支払報告書及び市・県民税証明書（以下「源

泉徴収票等」という。）において推認できる厚生年金保険料控除額から、申

立期間のうち、平成 14年１月から同年 12月までは 32万円、15年１月から

同年 12 月までは 24 万円、16 年１月から 17 年 12 月までは 26 万円及び 18



年１月から同年 12月までは 24万円に訂正することが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、源泉徴収票等において推認できる保険料控除額

に見合う標準報酬月額と社会保険事務所（当時）に記録されている標準報酬

月額が当該期間について、長期間にわたり一致していないことから、事業主

は、源泉徴収票等において推認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額を

社会保険事務所に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準

報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間のうち、平成 11 年 10 月、同年 11 月及び 12 年１月から同年 12

月までの期間については、給与支給明細書において確認できる申立人の報酬

月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録より高額であることが確認で

きるものの、厚生年金保険料控除額に基づく標準報酬月額は、オンライン記

録の標準報酬月額と一致していることから、特例法による保険給付の対象に

当たらないため、あっせんの必要性があるとは認められない。 

３ 申立期間のうち、平成 19 年１月については、源泉徴収票等において推認

できる申立人の報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録より高額

であることが確認できるものの、厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月

額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致していることから、特例法によ

る保険給付の対象に当たらないため、あっせんの必要性があるとは認められ

ない。 

４ 申立期間のうち、平成 11年 12月及び 13年１月から同年 12月までの期間

については、当該事業所に照会したところ、「確認できる書類が無く不明で

ある。」と回答している上、複数の同僚に照会したが、当該期間において、

申立人が主張する標準報酬月額及び保険料控除額について確認できる資料

及び供述を得ることはできない。 

このほか、当該期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間においてその主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 2857 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年

金保険被保険者資格取得日を昭和 60 年３月１日、同資格喪失日を 61 年４月

20日とし、申立期間の標準報酬月額を 60年３月は 11万円、同年４月は 11万

8,000円及び同年５月から 61 年３月までは 11 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年３月１日から 61年４月 20日まで 

申立期間については、Ｃ市にあったＡ社に勤務していた。所持している申

立期間の一部の給与明細書によると、厚生年金保険料が控除されており、そ

れ以降の給与振込が確認できる預金通帳もあるので、申立期間について厚生

年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する給与明細書、給与振込が確認できる預金通帳及び申立期間

当時、Ａ社において厚生年金保険の被保険者であったことが健康保険厚生年金

保険被保険者原票により確認できる複数の同僚の供述から判断すると、申立人

が申立期間において当該事業所に勤務していたことが認められる。 

また、申立人が所持する勤務開始当初の給与明細書によると、２か月目の給

与から厚生年金保険料の控除が開始されていることが確認できるところ、当時

の事務担当者は、｢厚生年金保険料は翌月控除であった。｣と述べている。 

さらに、当該事務担当者は、｢Ａ社では、従業員全員が厚生年金保険に加入

していた。｣と述べており、申立人が名前を挙げた同僚の一人は、｢私は２回勤

務したが、最初のアルバイト勤務の時も厚生年金保険に加入していた。｣と述

べているところ、自身の記憶する勤務期間については、当該事業所において厚

生年金保険被保険者であったことがオンライン記録により確認できる。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

したがって、申立人の申立期間における標準報酬月額については、昭和 60

年３月及び同年４月は給与明細書において確認できる報酬月額から、同年３月

は 11万円、同年４月は 11万 8,000円、同年５月から 61年３月までは預金通

帳により確認できる給与振込額及び申立人と同じ仕事をしていたとする同僚

に係る社会保険事務所（当時）の記録等から、11 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、継承会社であるＢ社に照会したところ、｢当時の資料は全く残っていない。｣

と回答しており、当時の事業主も既に死亡していることから、保険料を納付し

たか否かについて確認することができないが、当該事業所に係る申立期間の健

康保険厚生年金保険被保険者原票の整理番号に欠番が見当たらないことから、

申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない。また、仮

に、事業主から申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得届が提出された

場合には、その後の被保険者報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届を提

出する機会があったこととなり、いずれの機会においても社会保険事務所が当

該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ

資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る昭和60年３月から61年３月までの厚生年金保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



北海道厚生年金 事案 2858 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社における船員保険の被保険者資格取得日は、昭和 20 年４月１

日であると認められることから、申立期間に係る同資格取得日に係る記録を同

日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、120円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

        住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 20年４月１日から 21年２月 20日まで 

昭和 20 年３月にＢ学校（現在は、Ｃ学校）を卒業し、同年４月１日にＡ

社に就職した。自宅待機後、同年６月中旬にＤ船にＥ職として乗船したが、

Ｄ船は同年７月にＦ港において触雷し座礁したので下船した。自宅待機後、

同年９月から同年 10 月はＡ社においてＧ業務に従事し、その後は自宅待機

を経て 21 年２月にＨ港に繋留していた船舶においてＧ業務に従事し、同年

４月にＩ船に乗船してＪ業務に就いた。 

以上のことから、船員保険被保険者資格取得日は昭和 20 年４月１日であ

るはずなのに、年金記録では21年２月20日となっているのはおかしいので、

申立期間について船員保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   ⅰ）申立人は、Ｂ学校を卒業後、Ａ社に就職し、自宅待機を経てＤ船に乗船

した当時の状況について詳細かつ具体的に記憶しており、Ｋ船史に記載されて

いるＤ船の遭難時の状況は、申立人の記憶と一致している上、同史に記載され

たＤ船の乗組員名簿(昭和 20年７月 10日現在)には、Ｅ職見習として申立人の

氏名が確認できること、ⅱ）申立人と同じくＥ職見習として前述の乗組員名簿

に氏名が記載されている同僚は、申立期間において、予備船員であった期間を

含め船員保険被保険者であったことが船員保険被保険者台帳により確認でき

ること、ⅲ）申立人が上司として氏名を挙げた同僚も前述の乗組員名簿にＬ職

として記載されており、同人は申立期間において、船員保険被保険者であった

ことがオンライン記録により確認できること、ⅳ）オンライン記録により、昭



和 20 年４月から当該事業所において船員保険被保険者であったことが確認で

きる６人に照会したところ、回答が得られた３人のうち２人は、「昭和 20年４

月１日に採用になった。」と述べており、このうち一人の船員保険被保険者資

格取得日は同年４月１日であることが確認できること、ⅴ）前述の回答のあっ

た３人は共に、「予備船員期間においても給与が支給され、船員保険にも加入

していた。」と述べており、このうち一人が所持する船員手帳から乗船履歴が

確認できるところ、乗船していない期間についても船員保険被保険者であった

ことが確認でき、申立人の申立内容及び当時の社会状況から推察しても申立人

のみがＤ船を下船後に船員保険被保険者資格を喪失する事情は見当たらない

ことから判断すると、申立人は、申立期間において当該事業所に勤務し、船員

保険の被保険者であったものと認められる。 

一方、船員保険被保険者台帳及びオンライン記録によると、申立人は、昭和

21年２月 20日に船員保険の被保険者資格を取得した記録となっているが、当

該事業所に係る船員保険被保険者名簿には船員保険被保険者資格取得日は記

載されておらず、同年４月１日標準報酬月額変更と記載があり、書換後の同名

簿における同資格取得日は 21 年４月１日と記載されている上、同台帳には前

述のＤ船に乗船していた期間の記載は無く、申立期間当時の同名簿も見当たら

ないことから、同台帳及びオンライン記録の同資格取得日の根拠及び妥当性は

不明であり、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録管理が適切に行われ

ていなかったと考えられる。 

また、当該事業所に係る船員保険被保険者名簿に記載されているほとんどの

者について、船員保険被保険者資格取得日が記載されておらず、船員保険被保

険者台帳にも同資格取得日が記載されている者と記載されていない者が存在

する上、同名簿及び同台帳に同資格取得日が記載されていないにもかかわらず、

オンライン記録のみ確認できる者も存在することから、当該事業所に係る船員

保険被保険者の記録管理が適切に行われていたとは言い難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人の船員保険被保険者台帳における船員

保険の資格取得日に係る記録及びオンライン記録は有効なものとは認められ

ず、事業主は、申立人が昭和 20 年４月１日に船員保険被保険者資格を取得し

た旨の届出を社会保険事務所に行ったものと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同年生まれで申立人と

同じくＤ船のＥ職であった同僚の船員保険被保険者台帳の記録から、120円と

することが妥当である。 



北海道厚生年金 事案 2859 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の同院における申立期間の標準賞与額に係る記録を平成 17年 10 月 12日は

13万 6,000円及び同年 12 月 13 日は 51 万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

  住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年 10月 12日 

                          ② 平成 17年 12月 13日 

Ａ社から支給された申立期間の標準賞与に係る厚生年金保険の記録が無

いので、年金記録を訂正してほしい。同社は、事後訂正を行ったが、各申立

期間の訂正後の記録は給付に反映されないので、給付される記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された支給控除項目一覧表により、申立人は、平成 17 年 10

月 12日及び同年 12 月 13日に、同社から賞与の支払いを受け、当該賞与に係

る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、支給控除項目一覧表における

厚生年金保険料控除額から、平成 17 年 10 月 12 日は 13 万 6,000 円及び同年

12月 13日は 51万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、



社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



北海道厚生年金 事案 2860 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における

厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 38 年７月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を２万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 14年生 

住    所  ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年６月 30日から同年７月１日まで 

昭和 38年４月１日から平成 12年６月 30日までＡ社に勤務していたが、

申立期間について厚生年金保険の加入記録が確認できない。昭和 38 年７月

１日に同社Ｃ工場から同社Ｄ出張所へ異動したが、申立期間も継続して勤務

し、給与から厚生年金保険料が控除されていた。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険の被保険者記録、Ｂ社から提出された人事異動報告書及び

同社の回答により、申立人はＡ社に継続して勤務し（昭和 38 年７月１日にＡ

社Ｃ工場から同社Ｄ出張所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場に係る昭和

38 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、厚生年金保険料を納付したか否かについては不明と

しているが、事業主が厚生年金保険被保険者資格喪失日を昭和 38 年７月１日

と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年６月 30 日と誤って



記録したとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月の厚生年金保険料の納入告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主

は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



北海道厚生年金 事案 2861 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における申立期間の標準賞与

額に係る記録を平成 17年 12月 30日は 70万円、18年 12月 30日は 21万 5,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の当該標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年 12月 30日 

         ② 平成 18年 12月 30日 

申立期間①及び②に支給された賞与から、厚生年金保険料がそれぞれ控除

されていたが、年金記録に反映されていない。 

厚生年金保険料の賞与からの控除を確認できる給与支給明細書があるの

で、厚生年金保険の給付に反映されるよう年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管する給与支給明細書、Ａ社から提出された支給給与の電算記録

及び同社の回答により、申立人は、平成 17 年 12 月 30 日及び 18 年 12 月 30

日に同社から賞与の支払いを受け、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、給与支給明細書の記録から、

申立期間①は 70万円、申立期間②は 21万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらな

いことから、行ったとは認められない。 



北海道厚生年金 事案 2862 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ出張所におけ

る厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 38 年５月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月 30日から同年５月１日まで 

昭和 27年２月にＡ社に入社し、43年７月に同社の関連会社に転籍するま

での期間は継続して勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の加入記録が

確認できない。38年５月に同社Ｃ出張所から同社Ｄ支社に異動しているが、

申立期間についても給与から厚生年金保険料が控除されていた。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険被保険者記録、Ｂ社が保管する申立人に係る職員名簿（台

帳）及び同社の回答により、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（Ａ社Ｃ出張所

から同社Ｄ支社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、上記職員名簿（台帳）によると、申立人は昭和

38年３月１日付けで異動発令されているが、申立人の社会保険事務所（当時）

の記録及び供述並びにＢ社が保管する健康保険・厚生年金保険被保険者資格取

得確認及び標準報酬決定通知書から判断すると、同年５月１日とすることが妥

当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ出張所に係る昭

和 38年３月の社会保険事務所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当で



ある。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としているが、事業主が厚生年金保険被保険者資

格喪失日を昭和 38 年５月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所が

これを同年４月 30 日と誤って記録したとは考え難いことから、事業主が同日

を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４

月の厚生年金保険料の納入告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を

還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

 



北海道国民年金 事案 1758                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年４月及び同年５月 

私は、平成７年６月の転職の際に、職場の総務担当者から「年金はつなが

っていた方がよいから。」と勧められ、会社の近くにあるＡ社会保険事務所

（当時）に出向き、国民年金の加入手続及び国民年金保険料を現金で納付し

たことを覚えている。    

 当時、「将来のためだから。」と何とかやり繰りして納付した国民年金保険

料について、申立期間が未納とされているのは納得がいかない。       

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成７年６月に転職した際に、勤務していた会社の総務担当者に

勧められ、Ａ社会保険事務所で、国民年金の加入手続を行い、同事務所で国民

年金保険料を納付したと述べているが、申立人が所持する年金手帳には加入し

た記録が無い。 

また、申立人には、平成３年ごろにＢ社会保険事務所（当時）から払い出さ

れている国民年金手帳記号番号があるが、これにより申立期間に国民年金の加

入手続が行われた形跡は見当たらなく、別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらないことから、申立期間は、国民

年金の未加入期間であったものと考えられる。 

さらに、申立人は、国民年金保険料の納付について、Ａ社会保険事務所で納

付したと主張するが、申立期間当時は、市区町村が国民年金の加入手続及び現

年度保険料の収納事務を行っていたことから、Ａ社会保険事務所で保険料を納

付したとする主張と一致しない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付していたことをうかが



わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1759 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年11月から２年２月までの期間及び同年11月の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年 11月から２年２月まで 

② 平成２年 11月 

私は、平成３年４月ごろ、国民年金の加入手続をした後、保険料の未納期

間があることが分かり、４年ごろ、銀行から数万円を下ろし手元のお金と合

わせてまとめて納付した。 

申立期間の国民年金が未加入で、保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の同手帳記号番号の被保険者状

況調査等により、平成３年４月ごろに払い出されたものと推認でき、別の同手

帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

また、申立人のオンライン記録、Ａ町（現在は、Ｂ市）の国民年金被保険者

名簿及び申立人の所持する年金手帳により、申立人が国民年金の被保険者とな

った日は、平成３年４月１日であることが確認できることから、申立期間は未

加入期間であり、納付書が発行されることはなく、国民年金保険料を納付する

ことができない期間である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1760 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51年１月から 61年３月までの付加保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年１月から 61年３月まで 

私の夫はＡ市役所の職員であったところ、夫が、夫の職場の年金係の職員

から「付加年金に加入して保険料を納付すると、年金を多く受給できる。」

と、付加年金に加入することを勧められ、私は夫からそのことを聞いた。 

ちょうどそのころ、私がパートで勤め始めることが決まり、収入がいくら

か増えることになったので、私は、夫と相談して付加年金に加入することと

した。 

付加年金の加入手続と保険料の納付については、夫がすべて同市役所で行

ってくれた。 

その後、昭和 61 年４月から国民年金の制度が変わり、私は第３号被保険

者となったが、付加年金についても継続して保険料を納付したいと夫から同

市役所年金係の職員に申し出たところ、もう付加年金には加入することはで

きないと言われたことがある。 

申立期間が付加年金に未加入で、付加保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の夫が、Ａ市役所で申立人の付加年金の加入手続及び付加

年金保険料の納付を行ってくれていたとしているが、同市における申立人の国

民年金被保険者名簿を確認したところ、申立人が付加年金に加入したことの記

載は無い上、同市の申立人の住民基本台帳における国民年金に係る事項を確認

したところ、同台帳でも付加年金に加入したこととなっていないことから、申

立人は、申立期間について、付加年金に加入していなかったものと考えられる。 

   また、申立期間当時、Ａ市では国民年金保険料と付加年金保険料をまとめて



１枚の納付書により納付させていることから、同市が、申立期間の 123か月と

いう長期間に亘
わた

って、申立人の国民年金保険料のみが納付されて、付加保険料

は納付されなかったと記録していたとは考え難い。 

   さらに、申立人は、申立人の夫が、夫の職場の年金係の職員から付加年金に

加入することを勧められたとしているところ、その職員がだれであったか不明

であるなどの理由により、当該職員から当時の状況等について聴取することが

できない上、ほかに申立期間の付加保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。 



北海道国民年金 事案 1761 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 48年 10 月から 52年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

        住    所  ：  

                  

    ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間  ：  昭和 48年 10月から 52年９月まで 

私が勤めていた会社は、昭和 48年 10月に厚生年金保険の適用外事業所に

なったため、私の母親に勧められ、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行った。

国民年金保険料は、私の父親が納付してくれていたのでよく覚えていないが、

約 5,000円ぐらいだったと記憶している。結婚した昭和 52年９月まで国民

年金保険料は納付していたので、申立期間が未加入期間とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48年 10月にＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、申立人

の父親が国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人の国民年金

手帳記号番号は、53 年 10 月 23 日に任意加入被保険者としてＢ市で払い出さ

れたものと確認でき、それ以前に別の国民年金手帳記号番号がＡ市で払い出さ

れていたことをうかがわせる事情は見当たらないことから、申立期間は未加入

期間となり、保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人自身は保険料の納付に直接関与

しておらず、申立人の保険料を納付していたとするその父親も既に死亡してい

ることから、申立期間の保険料の納付状況について聴取することはできず不明

である。 

さらに、申立人が加入手続を行った昭和 53年 10月は、第３回特例納付期間

（53年７月から 55年６月まで実施）であるが、申立人は申立期間について強

制加入被保険者の資格を取得した形跡は見当たらず、申立人も当該期間の保険



料をまとめて納付した記憶はない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1762 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55年８月から 56年４月までの期間、57年９月から 58年２月

までの期間及び 58年 10月から 62年７月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： ① 昭和 55年８月から 56年４月まで 

② 昭和 57年９月から 58年２月まで 

③ 昭和 58年 10月から 62年７月まで 

    申立期間当時、私の父親が私の国民年金の加入手続を行い、保険料も納付

してくれていたはずである。 

    その父親は既に死亡しているので当時の具体的な状況は分からないが、申

立期間の国民年金保険料が未納とされているのに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の父親が申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保

険料を納付してくれていたはずであると述べているが、申立人自身は国民年金

の加入手続及び保険料納付に関与しておらず、申立人の父親は既に死亡してい

ることから、当時の具体的な状況を確認することができない。 

また、申立期間①及び②について、当時、申立人は、Ａ市からＢ市に住所を

移転しており、Ａ市に居住していた申立人の父親がＢ市の区役所において申立

人の国民年金への加入手続を行ったものとは考え難い。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、同手帳記号番号の前後の被保険

者状況調査により、申立人が婚姻後の昭和 63 年５月から同年７月ごろまでに

払い出されたものと推認でき、申立人は、このころに国民年金への加入手続を

行ったものと考えられる。 

加えて、申立期間③について、当時、申立人の姉は、Ａ市において申立人の

父親の仕事を手伝っており、その給与から国民年金保険料が控除され、父親が

保険料を納付してくれていたと述べているが、姉と同様に父親の仕事を手伝っ



ていたとする申立人は、その給与から国民年金保険料が控除され、父親が保険

料を納付してくれていたという記憶がないとしており、ほかに申立人の父親が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1763 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の昭和 49年１月から 50年５月までの国民年金保険料（付加保険料を

含む。）については、納付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年１月から 50年５月まで 

    私は、昭和 49 年１月にＡ市Ｂ区から同市Ｃ区（現在は、同市Ｄ区）へ転

居後すぐに、Ａ市Ｃ区Ｄ出張所（当時）において住所変更手続と国民年金（付

加年金を含む。）加入手続を行い、国民年金保険料（付加保険料を含む。）は、

加入した初年度は同出張所で納付し、翌年度からは郵便局で、それぞれ納付

書で納付していた。 

    その際に交付された年金手帳は既に紛失しているが、ベージュ系の色であ

ったと記憶している。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 49年１月ごろに国民年金（付加年金を含む。）に任意加入し、

その保険料を付加保険料と併せて納付していたと主張しているが、ⅰ）申立人

の国民年金手帳記号番号は、同手帳記号番号の前後の被保険者状況調査により、

50 年６月ごろにＡ市において払い出されたものと推定できること、ⅱ）申立

人が 50 年７月にＡ市から転居したＥ市が保管する国民年金被保険者名簿にお

いて、国民年金被保険者の資格取得年月日が「50 年６月９日任意加入」と記

載されていることが確認でき、申立人は、同市における国民年金の住所変更手

続の際、当時所持していた国民年金手帳を持参したとしていることを踏まえる

と、同名簿の資格取得年月日は当該手帳を基に記載されたものと考えられる。

したがって、申立人は、国民年金被保険者資格の取得年月日を同年６月９日と

して任意加入手続を行ったものと推認でき、申立期間は国民年金の未加入期間

であり、保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立人に対し別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかが



わせる形跡も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、加入当初は加入手

続を行ったＡ市の区役所出張所で、翌年度以降は同市内の郵便局で納付したと

しているが、同市が郵便局で国民年金保険料の収納の取扱いを開始したのは、

平成６年からであり、申立人の申立ては不自然である。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1764 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の昭和 56 年３月から 63 年 12 月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 56年３月から 63年 12月まで 

    申立期間当時、会社を転々として定職に就くことができなかったが、私の

母親が私の状況をＡ市役所の職員に説明し相談したところ、「息子さんの国

民年金の方は免除にしておくからいい。」と言われたとの話を母親から聞い

た記憶がある。 

    国民年金の加入手続及び保険料免除申請手続等については母親任せにし

ていたので詳しい状況は分からないが、母親が私の加入手続を行い、免除申

請を行ってくれていたことは間違いないと思っている。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母親が国民年金の加入手続及び保険料の免除申請手続を

行ってくれていたはずであると主張しているが、仮にその母親が、申立期間当

時、申立人の国民年金の加入手続及び保険料免除申請手続を行っていたとする

と、申立人に対し、国民年金記号番号が払い出されているはずであるが、申立

人の基礎年金番号の記録には厚生年金保険記号番号のみが記録され、国民年金

記号番号の記録が無い。 

また、申立人が当時居住していたＡ市において、申立人に対し同記号番号が

払い出されていた形跡は見当たらない。 

さらに、申立人の母親は、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の免除申

請手続を行った記憶がないとしており、申立人自身もこれらの手続に関与して

いないことから当時の状況等を確認することができない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料に係る免除申請手続を行ったこ

とを示す関連資料が無い上、ほかに申立期間の国民年金保険料が免除されてい



たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めるこ

とはできない。 



北海道国民年金 事案 1765 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の昭和 47 年８月及び 52 年９月から 53 年７月までの期間の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： ① 昭和 47年８月 

            ② 昭和 52年９月から 53年７月まで 

    申立期間①について、私は、昭和 47 年８月に当時勤務していた会社を退

職し、すぐにＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料１

か月分を納めて翌月９月 21 日にＣ社に就職した。申立期間②については、

私は無職であったが、国民年金手帳に記載されているとおりに保険料納付を

行ってきた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 47 年８月に国民年金への加入手続を行い、年金手帳に記載

されている記録どおりに申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したと述

べているが、同手帳の記録は、国民年金の被保険者としての資格記録が記載さ

れているものであり、保険料の納付を意味するものではない。 

また、ⅰ）オンライン記録により、申立期間①及び②は、平成 11年 12月に

国民年金の資格記録が訂正されたことにより新たに整理された未納期間であ

り、当該整理時点までは国民年金の未加入期間であったことが確認できること、

ⅱ）申立人の国民年金記号番号は、前後の番号の被保険者状況調査等により、

昭和 60 年４月ごろに払い出されたものと推認でき、仮に当該払出時点におい

て、申立期間の資格記録が整理されていたとしても国民年金保険料の納付につ

いて時効が完成していることから、申立期間は保険料の納付ができない期間で

ある。 

さらに、申立人は、現在所持している年金手帳以外に手帳が交付されたこと

はなく、当該手帳を持参して申立期間の国民年金の再加入手続を行ったとして



いるが、同手帳の発行元はＤ県であり、申立人が、申立期間直後の昭和 53 年

８月に、Ｄ県の厚生年金保険適用事業所に勤務した際に発行されたものと推認

できることから、申立人の主張は不自然である。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間に係る国民年金保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1766 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の昭和 36 年 10 月から 38 年７月までの期間及び 39 年４月から 40 年

１月までの期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認めるこ

とはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 10月から 38年７月まで 

               ② 昭和 39年４月から 40年１月まで 

    私は、申立期間①及び②当時は自営業を営んでいたが、国民年金保険料の

納付が困難になったことから、私自身で、Ａ市Ｂ区役所と何回かの電話のや

り取りで、保険料の免除申請手続を行ったと記憶している。 

    申立期間以降の国民年金保険料の未納期間については、免除申請手続及び

国民年金保険料の納付を行っていなかったと認識しているが、申立期間①及

び②については、免除申請手続を行ったと記憶しているので、当該期間を申

請免除期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②における国民年金保険料の免除申請手続につい

て、Ａ市Ｂ区役所と何回かの電話のやり取りで行ったと述べているところ、同

市では、ⅰ）免除申請手続は、その更新手続も含めて電話では行うことができ

ず、必ず書面で行うこととされていること、ⅱ）当該期間当時は同市Ｂ区出張

所として国民年金に関する業務を行っていたものの、被保険者はその住所地を

管轄する出張所以外で、免除申請手続を行うことはできなかったこととしてお

り、申立人の申立書及び特殊台帳（マイクロフィルム）により、申立人の当該

期間における住所地はＢ区以外（現在のＡ市Ｃ区）であることが確認できるこ

とから、当時、申立人の住所地を管轄する出張所は同市Ｂ区出張所ではなく、

申立人は同出張所で免除申請手続を行うことはできないなど、申立人の説明は

申立期間当時の申請免除の取扱いと一致しない。 

また、申立人の特殊台帳により、申立人は、昭和 49 年５月にＡ市Ｂ区へ転



居していることが確認でき、オンライン記録により、50 年４月から国民年金

保険料が申請免除されていることも確認できることから、当該期間の申立人の

住所地を管轄する区役所はＡ市Ｂ区役所であり、申立人が同区役所で免除申請

手続を行ったとする記憶と符合することを踏まえると、申立人が同手続を最初

に行った時期は申立期間ではなく、50年４月であると考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料に係る免除申請手続を行ったこ

とを示す関連資料が無い上、ほかに当該期間の保険料が免除されたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料について、免除されていたものと認

めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 2863 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 54年 10年１日から平成２年３月 30日まで 

申立期間においては、実兄が設立したＡ社に勤務していた。厚生年金保険

料の控除について確認できる資料は無いが、厚生年金保険被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間において、申立人の実兄が設立したＡ社に勤務していた

と主張している。 

   しかしながら、当該事業所は、商業登記簿謄本により昭和 54 年９月５日に

設立していることが確認できるものの、オンライン記録及び適用事業所名簿に

よると、厚生年金保険の適用事業所であったことが確認できない上、申立期間

当時の代表取締役である申立人の実兄は既に死亡しており、申立人は、平成９

年１月６日に同社の代表取締役に就任しているが、「実兄が亡くなり、会社清

算のために私が代表取締役となったが、申立期間当時の書類は引き継いでいな

い。」と供述している上、同僚の氏名も記憶していないことから、申立期間当

時の申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認できない。 

また、雇用保険の被保険者記録によると、申立人は当該事業所に係る被保険

者記録が無い上、申立人の国民健康保険の加入状況についてＢ市に照会したと

ころ、申立人は、申立期間において国民健康保険に加入していたことが確認で

きる。 

さらに、オンライン記録により、申立期間当時の代表取締役は、申立期間に

おいて国民年金に加入し、申立期間の一部について同保険料を納付しているこ

とが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間について厚生年金保険料が事業主により給与か



 

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の関連資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 2864 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 11月 19日から 58年 11月 30日まで 

     昭和 56年６月１日から 58年 11月 30日までＡ社に継続して勤務してい

たが、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、同僚の供述から判断すると、申立人がＡ社に勤務してい

たものと推認できる。 

しかしながら、当該事業所は、オンライン記録によると、昭和 59 年８月１

日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、商業登記簿謄本に

よると、平成８年６月１日に解散しており、事業主も所在が不明であることか

ら、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認することがで

きない。 

また、申立人は申立期間当時の同僚の氏名を記憶していないことから、オン

ライン記録により、申立期間前後に当該事業所において厚生年金保険の被保険

者であったことが確認でき、生存及び所在が判明した同僚６人に照会したとこ

ろ、回答が得られた３人のうち１人は、「申立人は申立期間において、勤務し

ていた。」と供述しているものの、他の二人は、「申立人が勤務していたか否か

は分からない。」と供述しており、申立人の申立期間における厚生年金保険の

適用状況及び同保険料の給与からの控除について確認できる具体的な供述は

得られなかった。 

さらに、雇用保険の被保険者記録によると、申立人の当該事業所における離

職日は昭和 56年 11 月 18日となっており、当該事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者原票における厚生年金保険の被保険者資格喪失日（離職日の翌



 

日）と一致している。 

加えて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も、厚生年金保険料が

給与から控除されていたことに関する具体的な記憶はない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 2865 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 33年 10月２日から 35年８月３日まで 

                    ② 昭和 36年 10月２日から 39年４月１日まで 

 厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間については脱退手当

金を受給しているため年金額に算入されないとの回答があった。 

 脱退手当金を請求したことも、もらった覚えもないので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ事業所の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、申立

人が記載されているページとその前後５ページに記載されている女性のうち、

申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 39 年４月１日の前後３

年以内に資格喪失した者 10 人について脱退手当金の支給記録を確認したとこ

ろ、４人（申立人を含む。）に脱退手当金の支給記録が確認できる上、そのう

ち３人（申立人を含む。）が資格喪失日から約５か月以内に脱退手当金の支給

決定がなされており、当時の同僚の中に事業者が代理請求していた旨を供述し

ている者もいることを踏まえると、申立人の委任に基づき事業主による代理請

求がなされた可能性がうかがわれる。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に誤りは無く、厚生年金保険被保険者

資格喪失日の約４か月後（昭和 39年８月 15 日）に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶がないというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 2866 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ：  昭和 24年生 

住 所 ：   

    

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 43年４月１日から同年 11月 12日まで 

          ② 昭和 44年 10月１日から 47年 10月２日まで 

 厚生年金保険の加入期間を照会したところ、申立期間については脱退手当

金を受けているため年金額に算入されないとの回答があった。脱退手当金は

受け取った記憶がないので、申立期間について年金額に反映される被保険者

期間として認めてもらいたい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の脱退手当金は昭和 47年 12月１日に支給決定されているところ、厚

生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の申立人の氏名は、支給決定後間もな

い同年 12 月 22 日に旧姓から新姓に変更されている（同払出簿の備考欄に

「47.12.22氏名変更」と記載されている。）ことを踏まえると、脱退手当金の

請求に伴い氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無い上、申立人から聴取しても受給した記憶がないと

いうほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たら

ない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 2867 

            

第１ 委員会の結論  

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18年 12月 28日から 19年３月１日まで 

             ② 平成 19年 10月 16日から同年同月 24日まで 

厚生年金保険の加入期間について確認したところ、申立期間①及び②につ

いては加入記録が無い。 

Ａ社に平成 18年 11月１日から 21年７月１日まで常用型派遣社員として

継続して勤務しており、厚生年金保険料も給与から控除されていたので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間①のうち、平成 18年 12月 28日から 19年２月１日までの期間に

ついて、Ａ社は、「申立人は在籍しておらず、給与は支払っていない。」と回

答しているところ、同社から提出された平成 19 年度賃金台帳（以下「賃金

台帳」という。）により、申立人に対して給与が支払われていないことが確

認できる。 

また、申立期間①のうち、平成 19年２月２日から同年２月 28日までの期

間については、当該事業所の賃金台帳及び雇用保険の被保険者記録から、申

立人は当該事業所に雇用されていたことが確認できるが、当該事業所は、「申

立人については、平成19年２月２日から同年同月28日まで雇用していたが、

社会保険に加入させない雇用関係と解し、厚生年金保険料を控除していな

い。」と回答している。 

さらに、オンライン記録により、当該事業所において、平成 18年 11月１

日前後に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、申立人と同様に同年 12 月

に同資格を喪失し、その後再び同資格を取得した者９人に照会したところ、

回答が得られた一人は、「私は、常用型派遣社員であったが、派遣終了から



 

次の派遣開始までの期間については、給与が支払われず、厚生年金保険に加

入していなかった。厚生年金保険に加入する際は、その都度事業主から説明

を受けた。｣と供述している。 

２ 申立期間②について、申立人は、Ａ社において継続して勤務していたと述

べているが、申立人に係る雇用保険の被保険者記録及び健康保険組合の加入

記録により、申立人は、平成 19 年 10 月 16 日に資格喪失し、同年同月 24

日に資格取得していることが確認でき、これは、厚生年金保険被保険者記録

と一致している。 

また、当該事業所は、｢申立人については、平成 19年 10月 16日にいった

ん解雇し、同年同月 24 日に再雇用している。したがって、申立人が申立期

間②について勤務していた事実は無い。」と回答している 

３ 事業主は、｢派遣社員が会社等に派遣されていない期間は、当該職員を雇

用していない期間としており、同期間は給与を支払っておらず、厚生年金保

険料も控除していない。」と供述していることから、当該事業所では、派遣

社員について、会社等に派遣している期間を雇用期間として厚生年金保険に

加入させ、同保険料を給与から控除する取扱いを行っていたと推認できる。 

４ このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 2868 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ① 昭和 27年５月１日から 32年４月 20日まで 

             ② 昭和 32年６月１日から同年９月１日まで 

             ③ 昭和 32年 10月８日から同年 12月 30日まで 

             ④ 昭和 34年５月１日から同年８月１日まで 

             ⑤ 昭和 35年４月１日から同年８月１日まで 

             ⑥ 昭和 35年 10月 18日から同年 12月 16日まで 

             ⑦ 昭和 38年６月 26日から同年８月 29日まで 

     申立期間①は、Ａ社Ｂ支店にＣ職として勤務していた。 

  申立期間②及び③は、Ｄ社に季節雇用として勤務していた。 

  申立期間④及び⑦は、Ｅ社に季節雇用として勤務していた。 

  申立期間⑤及び⑥は、Ｆ社に季節雇用として勤務していた。 

厚生年金保険料控除の事実を確認できる資料等は無いが、各申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、Ａ社Ｂ支店は、平成 16

年２月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっていることから、

同社本社に申立人の勤務実態及び同保険の適用状況について照会したとこ

ろ、「申立人に関する資料等が現存していないため、不明である。」と回答

していることから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について

確認することができない。 

また、申立人は同僚の名前を記憶しておらず、申立人の申立てに係る事実

を確認することができないことから、当該事業所において厚生年金保険の加

入記録（申立期間①を含む。）が存在し、生存及び所在が確認できた５人に



 

照会したところ、回答が得られた二人のうち一人は、「申立人を知らない。」

と供述している上、他の一人も「申立人と一緒に勤務していたかは不明。」

と供述しており、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確

認できる具体的な資料及び供述を得ることができない。 

さらに、前述の同僚が名前を挙げたその他の同僚も、当該事業所における

厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

加えて、Ａ社Ｂ支店に係る申立期間①前後の昭和 25年６月から 34年２月

までの健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿（以下「被保険者名簿」

という。）には、申立人の氏名は記載されていない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②及び③について、申立人は、Ｄ社に季節労働者として勤務し、

退職後は失業保険給付を受けていたと申し立てているが、オンライン記録に

よると、当該事業所は平成 14年１月 30日に厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなっており、当時の事業主に照会したが回答を得ることができない

ことから、申立人の申立期間②及び③における勤務形態及び厚生年金保険の

適用状況について確認することができない。 

また、申立人は同僚の名前を記憶しておらず、申立人の申立てに係る事実

を確認することができないことから、当該事業所において厚生年金保険の加

入記録が存在し、生存及び所在が確認できた５人に照会したところ、唯一回

答が得られた者は、「申立人の名前に記憶がない。厚生年金保険の加入記録

が勤務期間と一致しているかどうかは分からない。」と供述している。 

さらに、Ｄ社に係る昭和 32年２月から同年 11月までの被保険者名簿によ

ると、申立人の資格取得日は同年９月１日、資格喪失日は同年 10 月８日と

記載されており、訂正等の形跡も無い。 

このほか、申立人の申立期間②及び③における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間④及び⑦について、申立人は、Ｅ社に季節労働者として勤務し、

退職後は失業保険の給付を受けていたと申し立てているが、オンライン記録

によると、当該事業所は昭和 34 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所と

なっており、申立期間④のうち、同年５月１日から同年６月 30 日までは適

用事業所に該当していなかったことが確認できる。 

また、当該事業所は昭和 42年 10月 29日に厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなった後、再度、52年 10月１日に同保険の適用事業所になって

いることから、申立人の勤務実態等について照会したところ、「当社は、昭

和 30 年代に設立し、一度休業状態となり、その後現在の社長が引き継いだ

会社である。前の経営者とは関係がなく、照会内容を確認する資料も無い。」

と回答している上、当時の事業主は既に死亡していることから、申立期間④



 

及び⑦に係る申立人の勤務形態及び厚生年金保険の適用状況を確認するこ

とができない。 

さらに、申立人は同僚の名前を記憶しておらず、申立人の申立てに係る事

実を確認することができないことから、当該事業所において厚生年金保険の

加入記録が存在し、生存及び所在が確認できた 10 人に照会したところ、回

答が得られた二人のうち一人は、「申立人の勤務期間までは分からないが、

一緒に勤務していたような記憶がある。」と述べているものの、他の一人は、

「申立人と一緒に勤務していたかどうか分からない。厚生年金保険の加入記

録が勤務期間と一致しているかどうかは分からない。」と供述している。 

加えて、Ｅ社に係る被保険者名簿によると、昭和 34 年８月１日から 35

年１月 20日までの期間及び 38年６月６日から同年６月 26日までの期間以

外に申立人の被保険者記録は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間④及び⑦における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

４ 申立期間⑤及び⑥について、申立人が保管する昭和 35 年５月と記された

写真及び申立人が季節労働者として勤務し、退職時には失業保険給付を受け

たとの記憶から判断すると申立期間⑤については、Ｆ社に勤務していたこと

は推認できる。 

  しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は昭和 35 年８月１

日に厚生年金保険の適用事業所になっており、申立期間⑤は厚生年金保険の

適用事業所に該当していなかったことが確認できる上、申立人も該当日以前

の厚生年金保険料控除について記憶していない。 

また、当該事業所は昭和 38年３月 25日に厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなっている上、当時の事業主は所在が不明のため、申立人の勤務形

態及び厚生年金保険の適用状況を確認することができない。 

さらに、申立人は同僚の名前を記憶しておらず、申立人の申立てに係る事

実を確認することができないことから、オンライン記録により、当該事業所

において昭和 35 年８月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得したこと

が確認でき、生存及び所在が確認できた５人に照会したところ、３人から回

答を得たが、申立人を記憶している者はおらず、申立人の申立てについて確

認できる具体的な資料及び供述は得られなかった。 

加えて、Ｆ社に係る被保険者名簿によると、申立人の資格取得日は昭和

35 年８月１日、資格喪失日は同年 10 月 18 日と記載されており、訂正等の

形跡も無い。 

このほか、申立人の申立期間⑤及び⑥における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

５ 申立人は、すべての申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料が無く、申立人



 

も、厚生年金保険料が給与から控除されていたことに関する具体的な記憶が

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 2869 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 28年３月から同年９月 20日まで 

申立期間はＡ社に職員として勤務していたが、厚生年金保険の加入記録

が確認できない。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ社で同期採用であったとする同僚４人のうち２人が、いずれも

「申立人は昭和 28年３月からＡ社に勤務していた。」と供述していること、当

該同僚４人のうち他の１人が、「申立人は昭和 28年９月までＡ社に勤務してい

た。」と供述していること、及び同社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険

者名簿（以下「被保険者名簿」という。）により、申立期間において同社で厚

生年金保険の被保険者であったことが確認できる者が、「申立人は、昭和 28

年３月から同年９月まで、Ａ社で私の助手としてＢ業務に従事していた。」と

供述していることから判断すると、申立人が、申立期間において同社に勤務し

ていたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録によれば、Ａ社は平成 13 年３月１日に厚生

年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事業主も所在が不明である

ことから、申立人に係る勤務状況及び厚生年金保険の適用状況について確認す

ることはできない。 

また、申立人が当該事業所で同期採用であったと供述する同僚４人について

は、当該事業所の被保険者名簿によると、いずれも、申立人が当該事業所を退

職したと供述する昭和 28年９月 19日の翌々日の同年９月 21日に厚生年金保

険の被保険者資格を取得したことが確認でき、申立期間において同保険の被保



 

険者であった形跡は無いほか、当該同僚４人に照会したところ、いずれも「昭

和 28年３月又は同年４月に採用された。」と供述する一方で、これらの者から、

同保険の被保険者資格を取得する前の期間において厚生年金保険料が給与か

ら控除されていたことをうかがわせる供述は得られなかった。 

さらに、当該事業所の被保険者名簿により、当該事業所が厚生年金保険の適

用事業所となった後の昭和28年４月から同年12月末までの間に同保険の被保

険者資格を取得したことが確認できる者のうち、申立人が保管する当該事業所

のＯＢ名簿により当該事業所職員であったことが確認でき、生存及び所在が判

明した者３人に照会したところ、回答が得られた二人のうち一人は、自身が記

憶する採用時期から１か月後に同保険の被保険者資格を取得したことが確認

でき、他の一人は、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となる以前から勤

務していたと供述するところ、適用事業所となってから約１年後に同保険の被

保険者資格を取得したことが確認できる上、これらの者からも、同保険の被保

険者資格を取得する前の期間において厚生年金保険料が給与から控除されて

いたことをうかがわせる供述は得られなかった。 

加えて、上述の同僚４人のうち１人が、「昭和 28年３月に同期入社した者は、

Ａ社加盟店の従業員を含め 30人ほどいた。」と供述しているところ、当該事業

所の被保険者名簿によれば、昭和 28 年３月に当該事業所で厚生年金保険の被

保険者資格を取得した者は確認できない上、同年４月、同年５月、同年６月に

同資格を取得した者も、それぞれ３人、６人、15 人にすぎないことが確認で

きる。 

その上、当該事業所に係る被保険者名簿においては、申立人の氏名は無く、

一方、同名簿において健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記

録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 2870 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 50年７月から 51年７月１日まで 

             ② 昭和 61年７月から 62年８月まで 

             ③ 昭和 62年８月から 63年７月まで 

申立期間①は、Ａ市Ｂ区にあったＣ社Ｄ支店に正社員として勤務してい

たが、厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

申立期間②は、Ａ市Ｂ区にあったＥ社Ｄ支社に正社員として勤務し、Ｆ

業務に従事していたが、厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

申立期間③は、Ａ市Ｂ区にあったＧ社Ｄ支社に正社員として勤務してい

たが、厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、

各申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ｃ社Ｄ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者

原票（以下「被保険者原票」という。）により、同社において厚生年金保険

の被保険者であったことが確認できる者の供述から判断すると、期間の特定

はできないものの、申立人が昭和 51 年６月以前から同社に勤務していたこ

とは推認できる。 

しかしながら、事業所名簿によると、当該事業所が厚生年金保険の適用

事業所となったのは昭和 51 年７月１日であることが確認でき、申立期間①

においては同保険の適用事業所であった形跡は無いほか、当該事業所に係る

被保険者原票によると、当該事業所で同保険の被保険者であった者 13人は、

いずれも同日に同保険被保険者資格を取得し、同年８月 11 日に同資格を喪

失したことが確認できる。 



 

また、商業登記簿謄本の記録によると、当該事業所の設立年月日は昭和

51 年１月 20 日であることが確認でき、申立期間①のうち 50 年７月から同

日までの期間は、当該事業所が設立される以前の期間であったことが確認で

きる。 

さらに、事業所名簿によると、当該事業所は昭和 51 年８月 11 日に厚生

年金保険の適用事業所ではなくなっている上、当時の事業主も所在が不明で

あるほか、商業登記簿謄本の記録により、当該事業所の役員であったことが

確認できる者に照会したものの、回答は得られず、当該事業所における厚生

年金保険の適用状況について確認することはできなかった。 

一方、Ｈ社に照会したところ、「当社と代理店であるＣ社は会社組織が別

であり、同社の従業員とは雇用関係が無いため、同社の従業員や厚生年金保

険の適用状況については不明である。」と回答しており、申立人に係る勤務

状況及び厚生年金保険の適用状況については確認することができなかった。 

加えて、申立人は、当該事業所で一緒に勤務していた同僚の氏名を記憶

していないことから、これらの者から申立人の厚生年金保険の適用状況につ

いて確認することはできない。 

その上、当該事業所に係る被保険者原票により、当該事業所で厚生年金

保険の被保険者であったことが確認でき、生存及び所在が判明した者５人に

照会したところ、回答が得られた３人のうち１人は、「昭和 51年７月以前に

Ｃ社で勤務したことは無い。」と供述しているほか、他の一人は、「Ｃ社に勤

務していた期間については記憶していない。」と供述している一方で、別の

一人は、「Ｃ社には１年数か月間勤務していた。」と供述しているものの、同

人から厚生年金保険に加入していない期間において同保険料が給与から控

除されていたことをうかがわせる供述は得られなかった。 

なお、雇用保険の被保険者記録においても、申立人の当該事業所におけ

る加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②については、Ｅ社が保管する退職者名簿一覧により、申立人が

昭和 61年７月 28日から 62年８月 18日までの期間において同社Ｉ支店に勤

務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｅ社に照会したところ、「当社Ｉ支店の従業員に係る給与

事務及び社会保険事務は本社で行っていたが、申立人は、当社と業務委託契

約を結んだ歩合給制のＪ業務員であり、当時、歩合給制のＪ業務員は厚生年

金保険に加入させていなかった。」と回答しており、申立人の主張を裏付け

る供述は得られなかった上、同社が保管する昭和61年分及び62年分の報酬、

料金、契約金及び賞金の支払調書によれば、申立人が申立期間②において支

払を受けていたものはＪ業務員報酬手当であったことが確認できる。 



 

また、申立人は、当該事業所で一緒に勤務していた同僚の氏名を記憶し

ていないことから、これらの者から申立人の厚生年金保険の適用状況につい

て確認することはできない。 

さらに、オンライン記録により、申立期間②において当該事業所で厚生

年金保険の被保険者であったことが確認でき、生存及び所在が判明した者６

人に照会したところ、回答が得られた４人のうち２人が申立人を知っている

と供述しているものの、このうちＥ社Ｉ支店で事務担当であったとする一人

は、「申立人はＫ職であったが、当時、Ｋ職は歩合給制で社会保険には加入

していなかった。」と供述しているほか、同社Ｌ本社でＫ職長であったとす

る他の一人は、「申立人はＫ職で歩合給制の社員であった。当時、Ｋ職は一

部の管理職のみが正社員であり、歩合給制の者は個人事業主扱いであったた

め、厚生年金保険には加入させておらず、給与から同保険料を控除すること

もなかった。」と供述しており、いずれも、上述の当該事業所からの回答を

裏付ける供述を行っている。 

加えて、雇用保険の被保険者記録においても、申立人の当該事業所にお

ける加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間③については、オンライン記録によると、Ａ市Ｂ区に所在するＧ

社Ｄ支社が厚生年金保険の適用事業所であった形跡は無く、商業登記簿謄本

の記録によっても、同支社が当該地域に所在していたことは確認できない。 

また、Ｍ社に照会したところ、「Ｇ社Ｄ支社は当社の子会社ではあったが、

昭和 61年９月 30日をもってすべての営業活動を停止しており、当社が保管

する昭和 62 年度の営業報告書においても、同支社が休眠状態にあると記載

されている。なお、同支社の社員名簿や厚生年金保険の関係資料等について

は、当社では一切保管していない。」と回答しており、申立人の当該事業所

における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況については確認できなかっ

た。 

さらに、Ａ商工会議所に照会したところ、「Ｇ社Ｄ支社は当所の会員では

なく、また、当所が管理する特定商工業者法定台帳（会員以外の事業所を含

むもの）を確認したものの、同支社は該当がなかった。」と回答しており、

当該事業所の事業主等に係る情報は得られなかった。 

加えて、申立人は、当該事業所で一緒に勤務していた同僚の氏名を記憶

していないことから、これらの者から当該事業所における厚生年金保険の適

用状況について確認することはできない。 

その上、雇用保険の被保険者記録においても、申立人の当該事業所にお

ける加入記録は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当



 

たらない。 

４ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

すべての申立期間について、申立人が厚生年金保険被保険者として、厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



 

北海道厚生年金 事案 2871 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年６月６日から 54年８月 11日まで 

申立期間はＡ社にＢ業務担当として勤務し、毎月 25万円から 30万円の給

与を支給されていたが、オンライン記録では、申立期間に係る厚生年金保険

の標準報酬月額が 10万 4,000円から 12万 6,000円と記録されている。当時

の部屋代が３万 6,000 円ぐらいであり、昭和 52年 10月に結婚もしたので、

記録どおりの給与月額では生活できなかった。 

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

年金記録確認第三者委員会が行う標準報酬月額の認定においては、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であ

ることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することにな

る。 

Ａ社が保管する申立人の昭和53年分及び54年分給与所得の源泉徴収票及び

申立人が保管する昭和 54 年度の所得・納税証明書により、申立人が両年にお

いて同社から支払われたことが確認できる給与及び賞与の合計額（昭和 53 年

は 172万 1,252円、54年は 166万 6,525円）を給与支給月数（昭和 53年はＡ

社が保管する労働者名簿により申立人が休職していたことが確認できる同年

７月及び同年８月を除く 10か月、54年は退職月を２分の１か月とした 7.5か

月）で除した額（昭和 53年は 17万 2,125円、54年は 22万 2,203円。ただし、

いずれも賞与額についても給与に按分した額。）は、いずれも、申立人が申立



 

期間において同社から支払われていたと主張する報酬月額より低額である。 

また、当該源泉徴収票により、申立人が事業主により源泉控除されていたと

認められる昭和 53年の社会保険料の金額（10万 6,597円）は、オンライン記

録で確認できる毎月の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料の年合計額（６万

1,789円）、健康保険料の年合計額（４万 4,660円）、及び給与等の総支給額か

ら推計される雇用保険料額（8,606円）を合計した額（11万 5,055円）より低

額であるほか、54 年の社会保険料の金額（８万 9,366 円）は、オンライン記

録で確認できる毎月の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料の年合計額（４万

5,864円）、健康保険料の年合計額（３万 3,040円）、及び給与等の総支給額か

ら推計される各年の雇用保険料額（9,166円）を合計した額（８万 8,070円）

とほぼ合致していることから、いずれも特例法による保険給付の対象に当たら

ないため、あっせんは行わない。 

さらに、申立人が当該事業所で一緒に勤務していたと供述する同僚７人に照

会したところ、回答が得られた５人のうち当時の給与月額に係る供述が得られ

た４人（申立人が自身と日々同じ行動をとり、残業の実態も同様であったと供

述する者二人のうち回答が得られた一人を含む。）は、いずれも、「当時支払わ

れていた給与月額と標準報酬月額の記録はおおむね合致している。」と供述し

ている上、このうち申立人が前任者であったと供述する者は、「当時の私の給

与月額は 20万円か 22万円ぐらいであり、残業は多かったものの一定の制限が

あったことから、申立人がそれ以上の額を支給されていたとは考えられない。」

と供述しており、申立人が課長であったと供述する者は、「私は当時、月額 32

万円ほどの給与を支給されていたが、申立人がこれを上回る給与を支給されて

いたはずがない。」と供述しているほか、申立人が支店長であったと供述する

者も、「当時の私の給与月額は 32万円ぐらいであったことから、申立人の給与

月額は標準報酬月額の記録どおり 10万円から 12万円ぐらいではないか。」と

供述している。 

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保

険者原票」という。）により、申立期間前後に当該事業所で厚生年金保険の被

保険者であったことが確認でき、生存及び所在が判明した者４人に照会したと

ころ、回答が得られた３人のうち当時の給与月額に係る供述が得られた二人は、

いずれも、「当時支払われていた給与月額と標準報酬月額の記録はおおむね合

致している。」と供述している上、このうち一人は、「私の当時の給与月額は

10万円から 13万円であったことから、ほぼ同年齢の申立人も同様であったと

思う。また、申立人が主張する給与月額 25万円から 30万円は、当時の部長ク

ラスの給与月額と思われる。」と供述しており、これらの者から申立人の主張

を裏付ける供述は得られなかった。 

その上、当該事業所が保管する厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準

報酬決定通知書（昭和 52年６月 14日付け）、厚生年金保険被保険者報酬月額



 

算定基礎届（昭和 52 年８月８日付け）及び厚生年金保険被保険者標準報酬決

定通知書（昭和 53年８月１日現在）、並びにＡ健康保険組合が保管する健康保

険厚生年金保険被保険者資格取得届（昭和 52年６月 13日処理）、健康保険厚

生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届（昭和 52 年８月１日現在）及び健康

保険被保険者報酬月額変更届（昭和 53年８月 17日受付け）によれば、申立期

間について事業主が社会保険事務所（当時）及び同健康保険組合に届け出た報

酬月額は、申立人の当該事業所に係る被保険者原票の記録といずれも合致して

いることが確認できる。 

一方、申立人は、「社会保険庁（当時）と会社が癒着していた。」と主張する

が、年金記録確認第三者委員会の調査審議において、標準報酬月額に関して社

会保険庁による不適切な事務処理があったと認められるのは、オンライン記録

等により、当該標準報酬月額の記録が一定期間以上さかのぼって訂正されたこ

とが確認できる場合であるところ、オンライン記録及び申立人の当該事業所に

係る被保険者原票によれば、申立人が昭和 52 年６月６日に当該事業所で厚生

年金保険の被保険者資格を取得してから、54年８月 11日に同資格を喪失する

までの期間において、標準報酬月額の記録が訂正された形跡は無い。 

なお、申立人は、労働者名簿において昭和 53 年における休職期間が同年７

月及び同年８月と記載されていることについて、「昭和 53年３月ごろから同年

７月か同年８月まで入院したため、当該休職期間の記載は誤りであり、同年の

報酬月額はより高額であった。」と主張するが、申立人が主張する入院期間の

すべてが事業主により休職扱いとされ、給与が支払われなかったことをうかが

わせる事情は見当たらない上、仮に、より高額の報酬が支払われていたとして

も、上述のとおり、源泉徴収票で確認できる同年の社会保険料控除額は、オン

ライン記録で確認できる毎月の標準報酬月額等から算出される社会保険料等

の金額とほぼ合致しているか又はこれより低額であることから、特例法による

あっせんの対象とはならない。 

そして、申立人は、「会社が保管する源泉徴収票は改ざんされた可能性があ

る。」と主張するが、申立人が保管する昭和 54年度の所得・納税証明書に記載

された昭和 53 年の給与支払額は、同年分の源泉徴収票に記載された給与及び

賞与の合計額と合致しており、ほかに当該源泉徴収票が改ざんされたことをう

かがわせる事情は見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の給与か

らの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 2872 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月１日から 63年４月１日まで 

申立期間はＡ市Ｂ区にあるＣ事業所に勤務していたが、厚生年金保険の加

入記録が確認できない。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録により、申立人が、申立期間においてＣ事業所に勤

務していたことは認められる。 

しかしながら、Ｃ事業所に照会したところ、「当事業所はＤ共済制度加入校

であるため、申立人は、申立期間において厚生年金保険被保険者ではなく、Ｄ

共済制度加入者であった。」と回答している上、同事業所が保管するＤ共済組

合員資格取得報告書及び同資格喪失報告書により、事業主は、申立人が昭和

61 年４月１日に同資格を取得し、63 年４月１日に同資格を喪失した旨の届出

を行ったことが確認できる。 

また、Ｅ事業団に照会したところ、「申立人は、昭和 61 年４月１日から 63

年４月１日までＤ共済制度加入者であった。」と回答していることから、申立

人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者ではなく、Ｄ共済制度加入者

であったものと認められる。 

このほか、申立人が申立期間において給与から厚生年金保険料を控除されて

いたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 2873 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年６月 30日から２年 10月１日まで 

平成元年６月 30 日から５年４月１日まで、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務

した。 

申立期間の給与月額は約 40 万円であったと記憶しているが、当該事業所

における標準報酬月額について確認したところ、22万円と低額であった。 

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録について、平成元

年６月の入社時から残業が多かったため、月額約 40万円の給与が支給されて

いたが、オンライン記録によると、同年６月の厚生年金保険被保険者資格取

得時から２年９月までの標準報酬月額が 22万円と低額となっているとし、記

録の訂正を申し立てている。 

   申立人の標準報酬月額については、申立人が平成元年６月 30 日に当該事業

所において厚生年金保険被保険者資格を取得していることから、原則として、

申立人の同年 10月の標準報酬月額の定時決定は、同年７月に支給された同年

６月分の報酬額で決定することとなる。 

しかし、申立人の当該事業所の入社日は、平成元年６月 30日であったこと

から、報酬支払の基礎となる日数が同日の１日しかなく、標準報酬月額算定

に必要な 20日（当時）に満たないため、同年７月支給（６月分給与）の報酬

額を算定の基礎とすることができない。 

この結果、社会保険事務所（当時）では、平成元年 10月の申立人に係る定

時決定の標準報酬月額について、保険者算定により厚生年金保険被保険者資

格取得時の標準報酬月額を適用したものと考えられる。 



 

   したがって、仮に申立人がその主張どおり、申立期間中の平成元年７月給与

（平成元年８月支給分）から、残業手当等により高額の報酬月額が支給され

ていたとしても、基本給等の固定的賃金に変動が無い限り、元年 10月から２

年９月までの期間においても、標準報酬月額は改訂されないこととなり、オ

ンライン記録にある申立人の標準報酬月額に不自然な点は認められない。 

   また、オンライン記録から、申立期間及びその前後の期間において厚生年金

保険被保険者資格を取得している同僚 13人に照会したところ、８人から回答

を得られたが、いずれも本人が記憶する当時の給与支給額とオンライン記録

にある標準報酬月額は一致すると回答している。 

   さらに、上記の同僚の一人は、当時の給与明細書を所持しているところ、申

立人が当該事業所に入社してから２か月後の平成元年９月１日に入社し、厚

生年金保険被保険者資格を取得した同年９月から同年 12月までの期間におい

て、オンライン記録にある標準報酬月額に見合う厚生年金保険料が給与から

控除されていることが確認できる。 

   加えて、事業主は、「従業員の給与等の関係書類は、10年で廃棄しているた

め、申立人の厚生年金保険の届出については分からない。」と回答しているこ

とから、申立人に係る厚生年金保険の標準報酬月額の届出及び厚生年金保険

料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 2874 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年１月ごろから同年６月ごろまで 

    昭和 57 年１月ごろから同年６月ごろまで、Ａ社のＢ作業員としてＣ県Ｄ

町のＥ事業の仕事に従事した。 

 当該事業所における厚生年金保険の加入状況について確認したところ、申

立期間の加入記録が無かった。 

 年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の従事業務に関する具体的な供述内容及び同僚の供述から判断する

と、入社日及び退社日の特定はできないものの、申立人が申立期間中にＡ社で

勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は、厚生年金保険の適

用事業所となった形跡が無い上、当該事業所の所在地を管轄する法務局にも、

商業登記の記録が無いほか、事業主とは連絡が取れないことから、申立人の勤

務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認できない。 

   また、オンライン記録によると、事業主は、申立期間において、Ａ社と異な

る別の事業所で厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認でき

る。 

   さらに、申立人は、事業主のほか同僚二人の名前を挙げているが、このうち

一人は、姓のみしか分からないため、本人の特定ができず連絡が取れない上、

残りの同僚は、「昭和 52 年ごろから７年間ほどＡ社でＢ作業員として勤務し

た。申立人とは、申立期間にＣ県Ｄ町のＥ事業現場で、一緒にＢ作業員として

勤務したことがある。Ａ社は、厚生年金保険の適用のない会社で、給料から厚

生年金保険料を控除されていなかった。また、健康保険は、日雇健康保険であ



 

ったと思う。」と供述している。 

加えて、オンライン記録によると、上記の同僚は、申立期間において厚生

年金保険被保険者としての記録が確認できず、当該同僚の供述とも符合する。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

北海道厚生年金 事案 2875 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10年３月 31日から同年４月１日まで  

    厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社における厚生年金

保険の被保険者資格喪失日が平成10年３月31日であるとの回答をもらった

が、同年３月分の給与から厚生年金保険料が控除されていたはずなので、申

立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険被保険者記録、当時の事業主及び同僚の供述から、申立人

は、申立期間においてＡ社に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は、平成 10年３月 31

日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、同年４月１日以降、

適用事業所としての記録が無いことが確認できる。 

   また、当時の事業主は、「申立期間当時は、会社の経営状況が悪く、健康保

険料及び厚生年金保険料の納付が滞っていた時期であった。このため、厚生年

金保険から脱退した場合は、当該月の厚生年金保険料を納付する必要がないこ

とから、平成 10年３月 31日付けで健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

を社会保険事務所（当時）に提出した。また、従業員に対しては、同年３月以

降、雇用保険は継続して加入するが、国民年金には各自で加入手続するととも

に、健康保険は国民健康保険又は健康保険の任意継続を各自選択して加入する

よう説明しており、同月の厚生年金保険料については、給与から控除しなかっ

た。」と供述しているところ、オンライン記録により、当該事業所において平

成 10年３月 31日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した者が５人（申立人

を含む。）いるが、このうち、申立人を除く全員が同日に国民年金被保険者資

格を取得していることが確認できるとともに、Ｂ協会Ｃ支部の回答により、申



 

立人を含む４人が、同日に健康保険の任意継続被保険者資格を取得しているこ

とが確認できる。 

   さらに、申立人が当時の事務担当者であったとする事業主の元妻は、「給与

計算及び社会保険関係事務は、すべて事業主自らが行っていたので、当時の状

況は分からない。」と供述し、唯一回答が得られた同僚については、「当時の給

与明細書を所持しており、申立期間に係る厚生年金保険料は、給与から控除さ

れていなかった。」旨の供述をしている。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人

の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


